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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
病
院
と
診
療
所
の
支
援
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
四
日
の
所
信
表
明
演
説
に
お
い
て
、
高
市
内
閣
総
理
大
臣
が
「
経
営
難
が
深

刻
化
す
る
医
療
機
関
や
介
護
施
設
へ
の
支
援
な
ど
も
、
急
を
要
し
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
「
医
療
機
関
」
に

は
、
御
指
摘
の
「
病
院
と
診
療
所
の
両
方
」
が
「
含
ま
れ
て
」
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
こ
の
「
支
援
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
同
年
十
一
月
四
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
同
内
閣
総
理
大

臣
が
「
診
療
報
酬
改
定
の
時
期
を
待
た
ず
、
経
営
の
改
善
や
職
員
の
方
々
の
処
遇
改
善
に
つ
な
が
る
補
助
金
を
措
置
し
、
効

果
を
前
倒
し
し
ま
す
。
経
済
対
策
、
補
正
予
算
に
必
要
な
施
策
を
盛
り
込
む
べ
く
、
施
策
の
具
体
化
に
取
り
組
み
、
ス
ピ
ー

ド
感
を
持
っ
て
対
応
し
て
ま
い
り
ま
す
」
と
、
同
年
十
月
二
十
四
日
の
閣
議
後
記
者
会
見
に
お
い
て
、
上
野
厚
生
労
働
大
臣

が
「
必
要
な
施
策
を
経
済
対
策
や
補
正
予
算
に
盛
り
込
ん
で
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
施
策
の
具
体
化
に
つ
い
て
は

今
後
十
分
に
検
討
し
て
い
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
に
開
催
さ
れ
た
御
指
摘
の
社
会
保
障
審
議
会
医
療
部
会
の
資
料
二

二
「
医
療
法
人
の
経
営
状



 

２ 

 

況
（
Ｒ
七
．
八
月
末
時
点
速
報
版
）
」
の
「
令
和
五
年
度
・
六
年
度
に
お
け
る
病
院
・
診
療
所
の
赤
字
割
合
（
経
常
収
支
）
」

に
お
い
て
、
「
令
和
五
年
度
決
算
」
に
お
け
る
「
経
常
赤
字
割
合
」
は
、
「
病
院
」
、
「
無
床
診
療
所
」
及
び
「
有
床
診
療

所
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
、
二
十
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
三
十
八
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
、

「
令
和
六
年
度
決
算
」
に
お
け
る
「
経
常
赤
字
割
合
」
は
、
「
病
院
」
、
「
無
床
診
療
所
」
及
び
「
有
床
診
療
所
」
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
四
十
九
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
三
十
四
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
及
び
四
十
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
示
し
て
い
る
と
お

り
、
「
令
和
五
年
度
決
算
」
か
ら
「
令
和
六
年
度
決
算
」
に
か
け
て
、
「
病
院
」
、
「
無
床
診
療
所
」
及
び
「
有
床
診
療

所
」
の
「
経
常
赤
字
割
合
」
が
増
加
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
「
経
営
難
」
の
状
況
は
、
「
病
院
」
及
び
「
診
療
所
」
い
ず
れ

に
お
い
て
も
、
同
年
六
月
六
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
仁
木
厚
生
労
働
副
大
臣
が
「
イ
ン
フ
レ
下
の
今
、
医
療

機
関
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
い
う
の
を
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
令
和
六
年
度
の
診
療

報
酬
改
定
で
一
定
の
措
置
を
講
じ
ま
し
た
が
、
依
然
と
し
て
イ
ン
フ
レ
の
影
響
が
あ
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該

状
況
が
続
い
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。 

 
 

そ
の
上
で
、
こ
れ
ら
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 


